
湛
方
生
と
官
の
文
学

一

東
晋
末
の
文
学
と
い
え
ば
、
ま
ず
陶
淵
明
（
三
六
五
？
〜
四
二
七
）
の
存
在
が

想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
知
ら
れ
る
と
お
り
陶
淵
明
は
彼
の
生
き
て
い
た
時

代
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
評
価
が
高
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
陶
淵
明
が
文
学
創

作
を
行
っ
て
い
た
東
晋
末
期
か
ら
劉
宋
初
期
に
活
躍
し
て
い
た
詩
人
に
は
、「
顔

謝
」
と
称
さ
れ
て
当
時
か
ら
評
価
の
高
か
っ
た
顔
延
之
（
三
八
四
〜
四
五
六
）
や

謝
霊
運
（
三
八
五
〜
四
三
三
）
の
ほ
か
謝
混
（
三
六
八
〜
四
一
二
）
な
ど
が
い
る
。

し
か
し
、
顔
延
之
や
謝
霊
運
は
陶
淵
明
よ
り
二
十
あ
ま
り
年
若
く
、
彼
と
同
世
代

で
あ
る
謝
混
に
つ
い
て
は
詩
文
が
三
作
品
し
か
現
存
せ
ず
、
陶
淵
明
と
ま
さ
に
同

時
代
人
の
文
学
活
動
の
状
況
は
実
は
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。

陶
淵
明
「
歸
去
來
兮
辭
」
が
世
に
生
み
出
さ
れ
る
凡
そ
五
十
年
前
、三
五
三
（
永

和
九
）
年
に
は
王
羲
之
（
三
〇
三
？
〜
三
六
一
？
）
を
中
心
と
し
た
貴
族
た
ち
が

蘭
亭
に
一
同
に
会
し
詩
作
を
行
う
と
い
う
催
し
が
行
わ
れ
、
江
南
に
南
渡
し
て
き

た
貴
族
た
ち
は
過
ぎ
ゆ
く
春
の
悲
哀
を
詩
に
詠
い
な
が
ら
、
貴
族
文
化
に
花
を
咲

か
せ
て
い
た
。
そ
の
蘭
亭
の
会
か
ら
ち
ょ
う
ど
五
十
年
後
、
四
〇
三
（
元
興
三
）

年
に
桓
玄
（
三
六
九
〜
四
〇
四
）
が
安
帝
か
ら
禅
譲
を
受
け
る
と
い
う
形
で
皇
帝

に
即
位
し
て
国
号
を
「
楚
」
に
改
め
た
。
し
か
し
、そ
の
桓
玄
政
権
は
わ
ず
か
三
ヵ

月
後
に
劉
裕
（
三
六
三
〜
四
二
二
）
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
、
劉
裕
の
手
に
よ
っ
て
再

び
帝
位
に
安
帝
（
三
八
二
〜
四
一
八
）
が
据
え
ら
れ
、
四
二
〇
（
永
初
元
）
年
に

劉
裕
が
宋
を
建
国
す
る
ま
で
動
乱
の
時
代
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
陶
淵
明
が
官
職

を
辞
し
て
「
歸
去
來
兮
辭
」
を
書
い
た
の
は
桓
玄
が
劉
裕
に
討
た
れ
た
翌
年
、

四
〇
五
（
義
煕
元
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
論
じ
る
湛
方
生
と
い
う
人
物
は
東
晋
末
の
文
人
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て

は
お
ら
ず
、『
晉
書
』
に
は
彼
の
伝
は
お
ろ
か
名
前
も
見
ら
れ
な
い
。『
隋
書
』
経

籍
志
に
「
晉
衛
軍
諮
議
湛
方
生
十
巻
録
一
巻
」
と
あ
り
、『
舊
唐
書
』『
新
唐
書
』

藝
文
志
に
も
そ
の
書
名
は
記
録
さ
れ
て
い
る
が
残
念
な
が
ら
現
在
に
は
伝
わ
っ
て

お
ら
ず
、
現
存
す
る
湛
方
生
の
詩
文
は
『
藝
文
類
聚
』『
初
學
記
』
等
の
類
書
に

収
め
ら
れ
て
い
る
三
十
篇
足
ら
ず
の
み
で
あ
る（
１
）。

ま
ず
、
湛
方
生
の
活
動
年
代
を
知
る
大
き
な
手
掛
り
と
さ
れ
る
の
は
「
廬
山
神

仙
詩
并
序
」
と
い
う
作
品
の
序
文
の
中
の
「
太
元
十
一
年
」（
三
八
六
）
と
い
う

年
紀
で
あ
る
。「
太
元
」
と
は
陶
淵
明
「
桃
花
源
記
」
の
冒
頭
に
見
え
る
年
号（
２
）

で
あ
り
、陶
淵
明
の
活
動
範
囲
で
あ
っ
た
「
廬
山
」
を
舞
台
に
し
て
い
る
上
に
「
太

湛
方
生
と
官
の
文
学

―
東
晋
末
の
文
学
活
動

―

渡　

邉　

登　

紀
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二

元
」
と
な
れ
ば
、
陶
淵
明
文
学
を
知
る
者
で
あ
れ
ば
両
者
の
間
の
な
ん
ら
か
の
関

係
を
思
い
浮
か
べ
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

解
纓
復
褐　

纓
を
解
き
て
褐
に
復
り　

辭
朝
歸
藪　

朝
を
辭
し
て
藪
に
歸
る

門
不
容
軒　

門
は
軒
を
容
れ
ず

宅
不
盈
畝　

宅
は
畝
に
盈
た
ず

茂
草
籠
庭　

茂
草 
庭
に
籠
め

滋
蘭
拂
牖　

滋
蘭 

牖
を
拂
う

撫
我
子
姪　

我
が
子
姪
を
撫
し

攜
我
親
友　

我
が
親
友
を
攜
え

茹
彼
園
蔬　

彼
の
園
蔬
を
茹
で

飲
此
春
酒　

此
の
春
酒
を
飲
ま
ん

　

…
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
後
齋
詩
」）

右
の
詩
か
ら
は
陶
淵
明
の
田
園
生
活
を
思
わ
ず
思
い
浮
か
べ
る
が
、
こ
れ
も
湛
方

生
の
作
品
で
あ
る
。
湛
方
生
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
長
谷
川
滋

成
氏
の
「
湛
方
生
の
詩
」（
３
）が
嚆
矢
で
あ
り
、
そ
の
後
、
中
国
に
お
い
て
徐
公

持
氏
が
『
魏
晋
文
学
史
』（
４
）の
中
で
東
晋
を
代
表
す
る
文
人
と
し
て
湛
方
生
を

取
り
上
げ
、
銭
志
煕
氏（
５
）、
李
剣
峰
氏（
６
）、
范
子
燁
氏（
７
）が
湛
方
生
を
陶
淵
明

と
の
関
わ
り
の
中
で
論
じ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
貴
重
な
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、

本
論
で
は
湛
方
生
の
官
吏
と
し
て
権
力
者
に
仕
え
る
立
場
で
の
文
学
創
作
に
焦
点

を
絞
っ
て
論
じ
て
い
き
た
い
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
陶
淵
明
の
存
在

を
除
い
て
は
ほ
ぼ
空
白
に
近
か
っ
た
東
晋
末
と
い
う
時
代
の
文
学
活
動
の
一
端
を

窺
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

一
、
官
人
と
し
て
の
文
学
活
動

（
一
）

湛
方
生
の
「
廬
山
神
仙
詩
」
の
序
文
に
「
太
元
十
一
年
」
と
い
う
年
号
が
出
て
く

る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
湛
方
生
と
い
う
人
物
は
陶
淵
明
と
ま
さ

し
く
同
時
期
、
す
な
わ
ち
四
〇
〇
年
前
後
に
仕
官
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
根
拠
は
「
靈
秀
山
銘
」
と
い
う
作
品
の
中
に
あ
る
。

　
「
靈
秀
山
銘
」

　

 

巖
巖
靈
秀　

積
岨
幽
重　

傍
嶺
關
岫　

乘
標
挺
峰　

桂
柏
參
幹　

芝
菊
亂
叢

翠
雲
夕
映　

爽
氣
晨
蒙　

籠
籠
疏
林　

穆
穆
閑
房　

幽
室
冬
暄　

清
蔭
夏
涼

神
木
奇
生　

靈
草
貞
香　

雲
鮮
其
色　

風
飄
其
芳　

可
以
養
性　

可
以

翔（
８
）

長
生
久
視　

何
必
仙
郷

　

 （
巖
巖
た
る
靈
秀
、
積
岨
幽
重
た
り
。
傍
嶺 

岫
を
關
ざ
し
、
標
を
乘
せ
て
峰

を
挺
す
。
桂
柏 

幹
を
參
し
、
芝
菊 

叢
を
亂
す
。
翠
雲
は
夕
べ
に
映
え
、
爽

氣
は
晨
に
蒙
う
。
籠
籠
た
る
疏
林
、穆
穆
た
る
閑
房
。
幽
室
は
冬
に
暄
し
く
、

清
蔭
は
夏
に
涼
た
り
。
神
木
奇
し
く
生
え
、
靈
草
貞
し
く
香
る
。
雲
は
其
の

色
を
鮮
や
か
に
し
、
風
は
其
の
芳
り
を
飄
わ
す
。
以
て
性
を
養
う
べ
し
、
以

て
翔
を

む
べ
し
。長
し
え
に
生
き
久
し
く
視
ん
、何
ぞ
仙
郷
を
必
せ
ん
や
。）

（『
藝
文
類
聚
』
巻
七
）

「
巌
巖
た
る
靈
秀
」
か
ら
始
ま
る
「
靈
秀
山
銘
」
は
、
全
篇
四
字
句
で
統
一
さ
れ
、

山
の
険
し
さ
や
山
中
に
生
え
る
草
木
の
姿
、
日
暮
れ
と
日
の
出
の
頃
の
美
し
さ
、

季
節
を
問
わ
な
い
心
地
良
さ
な
ど
を
列
挙
し
た
あ
と
に
、
こ
の
山
は
性
を
養
い
翼

を
休
め
る
こ
と
が
出
来
、
長
寿
が
叶
え
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
仙
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三

郷
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
と
結
ん
で
い
る
。
作
品
の
中
に
制
作
年
代
は
記
さ
れ
て
は

い
な
い
が
、「
靈
秀
山
」
と
い
う
山
の
名
前
が
そ
の
制
作
年
代
を
知
る
鍵
と
な
っ

て
い
る
。
は
た
し
て
作
中
で
「
仙
郷
」
に
匹
敵
す
る
と
ま
で
絶
賛
さ
れ
る
「
靈
秀

山
」
と
は
、
実
際
に
は
ど
こ
に
あ
る
山
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
晉
書
』
五
行
志
の

中
に
、
こ
の
山
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

　

 

會
稽
王
道
子
於
東
府
造
土
山
、
名
曰
靈
秀
山
。
無
幾
而
孫
恩
作
亂
、
再
踐
會

稽
。
會
稽
、
道
子
所
封
、
靈
秀
、
孫
恩
之
字
也
。

　

 （
會
稽
王
道
子 

東
府
に
土
山
を
造
り
、
名
づ
け
て
靈
秀
山
と
曰
う
。
幾
無
く

し
て
孫
恩 

亂
を
作
し
、
再
び
會
稽
を
踐
む
。
會
稽
は
道
子
の
封
ず
る
所
に

し
て
、
靈
秀
は
孫
恩
の
字
な
り
。）

 

（『
晉
書
』
巻
十
八
、五
行
志
、
詩
夭
）

「
靈
秀
山
」
と
は
自
然
地
形
の
山
で
は
な
く
、
当
時
の
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
会

稽
王
司
馬
道
子
（
三
六
四
〜
四
〇
二
）
が
「
東
府
」、
す
な
わ
ち
会
稽
に
あ
る
自

分
の
邸
宅
の
中
に
築
い
た
人
工
の
山
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
山
に
「
靈
秀
山
」
と

名
付
け
て
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
、「
靈
秀
」
と
い
う
字
を
持
つ
孫
恩
（
？
〜

四
〇
二
）
が
乱
を
起
こ
し
、
そ
の
累
は
司
馬
道
子
宅
の
あ
る
会
稽
の
地
に
ま
で
及

び
、
そ
れ
は
偏
に
「
靈
秀
」
と
い
う
命
名
に
よ
る
詩
讖
で
あ
っ
た
と
『
晋
書
』
は

解
し
て
い
る（
９
）。
司
馬
道
子
と
孫
恩
の
乱
に
つ
い
て
は
、
少
し
述
べ
て
お
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

司
馬
道
子
は
時
の
孝
武
帝
（
三
六
二
〜
三
九
六
）
の
弟
で
、
政
治
に
興
味
を
示

さ
な
か
っ
た
皇
帝
に
代
わ
っ
て
専
横
を
極
め
た
人
物
で
あ
り
、
彼
の
放
埓
な
行
動

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

 

于
時
孝
武
帝
不
親
萬
機
、
但
與
道
子
酣
歌
為
務
、
姏
姆
尼
僧
、
尤
為
親

、

並
竊
弄
其
權
。
凡
所
幸
接
、
皆
出
自
小
豎
、
郡
守
長
吏
、
多
爲
道
子
所
樹
立
。

既
爲
揚
州
總
錄
、
勢
傾
天
下
、
由
是
朝
野
奔
湊
。
中
書
令
王
國
寶
性
卑
佞
、

特
為
道
子
所
寵
昵
。
官
以
賄
遷
、
政
刑
謬
亂
、
又
崇
信
浮
屠
之
學
、
用
度
奢

侈
、
下
不
堪
命
。
太
元
以
後
、
爲
長
夜
之
宴
、
蓬
首
昏
目
、
政
事
多
闕
。

　

 （
時
に
孝
武
帝 

萬
機
に
親
し
ま
ず
、
但
だ
道
子
と
酣
歌
し
て
務
と
し
、
姏
姆

尼
僧
と
尤
も
親

と
し
、
並
び
に
竊
か
に
其
の
權
を
弄
ぶ
。
凡
そ
幸
接
す
る

所
、
皆
出
自
は
小
豎
に
し
て
、
郡
守
長
吏
、
多
く
道
子
の
樹
立
す
る
所
と
爲

る
。
既
に
揚
州
總
錄
と
爲
り
て
、
勢
は
天
下
を
傾
け
、
是
に
由
り
て
朝
野
奔

湊
す
。
中
書
令
王
國
寶 

性
は
卑
佞
な
る
も
、
特
に
道
子
の
寵
昵
す
る
所
と

爲
る
。
官
は
賄
を
以
て
遷
り
、
政
刑
は
謬
亂
し
、
又
浮
屠
の
學
を
崇
信
し
、

用
度
は
奢
侈
に
し
て
、
下
は
命
に
堪
え
ざ
る
な
り
。
太
元
以
後
、
長
夜
の
宴

を
為
し
、
蓬
首
昏
目
に
し
て
、
政
事 

闕
く
こ
と
多
し
。）

　

 

（『
晉
書
』
巻
六
四
、
司
馬
道
子
傳
）

政
治
を
疎
か
に
し
て
享
楽
に
耽
り
、
お
気
に
入
り
の
身
分
の
卑
し
い
者
た
ち
を
登

用
し
、
は
て
は
賄
賂
に
よ
っ
て
官
位
を
売
買
と
い
っ
た
司
馬
道
子
の
態
度
は
、「
か

の
九
品
中
正
制
度
に
も
と
づ
く
貴
族
制
の
た
て
ま
え
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
つ
く
ら

れ
て
き
た
身
分
社
会
の
秩
序
と
は
、
ま
っ
こ
う
か
ら
対
立
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た

と
川
勝
義
雄
氏（
10
）は
指
摘
し
て
い
る
。
以
下
は
、
司
馬
道
子
の
遊
蕩
の
様
子
を

具
体
的
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
 

烈
宗
世
、
會
稽
王
道
子
輔
政
。
于
府
内
園
中
穿
池
築
山
。
山
池
之
間
、
處
處

有
肆
、
婢
酤
賣
肉
于
其
中
。
道
子
將
見
幸
、
乘
船
至
酒
肆
、
輒
攜
入
肆
、
買

肉
酒
、
状
如
市
塵
。
以
爲
笑
樂
。

　

 （
烈
宗
の
世
、
會
稽
王
道
子 

政
を
輔
く
。
府
内
の
園
中
に
池
を
穿
ち
山
を
築
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四

く
。
山
池
の
間
、
處
處
に
肆
有
る
に
、
婢 

肉
を
其
の
中
に
て
酤
賣
す
。
道

子 

將
い
て
見
幸
す
る
に
、
船
に
乘
り
て
酒
肆
に
至
り
、
輒
ち
攜
え
て
肆
に

入
り
て
、
肉
酒
を
買
い
、
状
は
市
塵
の
ご
と
し
。
以
て
笑
樂
と
爲
す
。）

 

（
何
法
盛
『
晉
中
興
書
』、『
太
平
御
覧
』
巻
八
二
八
所
引
）

さ
き
ほ
ど
の
「
靈
秀
山
」
は
、
こ
の
遊
び
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
同
じ
会
稽
の
地
で
、か
つ
て
王
羲
之
が
蘭
亭
に
文
人
た
ち
を
招
き
、

皆
で
詩
作
を
競
う
と
い
っ
た
よ
う
な
文
学
志
向
は
こ
こ
に
は
微
塵
も
見
ら
れ
ず
、

司
馬
道
子
の
遊
蕩
は
、
邸
宅
内
に
山
、
池
、
模
擬
店
を
据
え
、
庶
民
の
買
い
物
の

真
似
ご
と
を
楽
し
む
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
川
勝
氏
の
司
馬
道
子
へ
の
指
摘
は
政

治
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、こ
こ
に
見
え
る
司
馬
道
子
の
遊
蕩
ぶ
り
は
、

文
字
を
持
つ
こ
と
、
文
学
を
嗜
む
こ
と
を
矜
持
と
す
る
士
大
夫
の
あ
り
方
そ
の
も

の
を
揺
さ
ぶ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

さ
て
一
方
、
孫
恩
の
乱
は
三
九
九
（
隆
安
三
）
年
に
起
き
た
五
斗
米
道
を
信
奉

す
る
孫
恩
と
彼
が
率
い
る
信
者
た
ち
に
よ
る
反
乱
で
あ
る
。
五
斗
米
道
を
信
奉
し

て
い
た
の
は
主
に
民
衆
で
あ
っ
た
が
、
江
南
豪
族
や
貴
族
の
間
に
も
少
な
か
ら
ず

信
奉
者
た
ち
が
存
在
し
、
王
羲
之
の
息
子
、
王
凝
之
も
こ
の
信
者
で
あ
っ
た
。「
靈

秀
山
銘
」
の
中
に
見
ら
れ
る
「
長
生
」
の
語
は
、五
斗
米
道
信
者
ら
が
自
ら
を
「
長

生
人
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
ら
れ（
11
）、山
の
名
に
孫
恩
の
字
「
靈
秀
」

と
し
、
そ
の
山
を
「
長
生
」
の
場
で
あ
る
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
司
馬

道
子
が
「
浮
屠
之
學
」
を
「
崇
信
」
し
た
と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
類
推
す
る
に
、
司

馬
道
子
も
ま
た
孫
恩
の
信
奉
者
の
一
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
彼
が
五
斗
米

道
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
こ
と
と
そ
の
乱
の
被
害
を
受
け
た
こ
と
は
、
一
見
矛
盾
を

呈
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
信
奉
者
の
一
人
で

あ
っ
た
王
凝
之
（
王
羲
之
の
息
子
）
の
屋
敷
に
反
乱
軍
が
押
し
寄
せ
、
つ
い
に
は

命
を
も
奪
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
矛
盾
は
し
て
い
な
い（
12
）。
こ
の
孫
恩
の
乱

は
会
稽
か
ら
京
口
に
及
ん
だ
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
劉
牢
之
率

い
る
北
府
軍
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
、
孫
恩
は
四
〇
二
（
元
興
元
）
年
に
追
い
つ
め

ら
れ
て
自
ら
海
に
身
を
投
げ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、「
靈
秀
山
銘
」
の
「
銘
」
と
は
、『
文
選
』
に
も
立
て
ら
れ
て
い
る

ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
山
や
宮
門
、
漏
刻
な
ど
に
刻
ま
れ
た
韻
文
で
あ
る（
13
）。
銘

の
な
か
で
も
「
靈
秀
山
銘
」
の
よ
う
な
山
に
対
す
る
銘
に
は
、
古
く
は
後
漢
班
固

の
「
封
燕
然
山
銘
」（『
文
選
』
巻
五
六
）
が
あ
り
、
こ
の
銘
は
匈
奴
を
破
っ
て
燕

然
山
に
登
っ
た
漢
軍
の
威
光
を
讃
え
て
い
る
。ま
た
、西
晋
張
載
の「
剣
閣
銘
」（『
文

選
』
巻
五
六
）
は
、
蜀
郡
太
守
と
な
っ
た
父
に
連
れ
ら
れ
て
蜀
に
行
っ
た
際
に
記

さ
れ
、
こ
の
銘
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
張
載
が
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
湛
方
生

の
場
合
に
お
い
て
は
、「
靈
秀
山
」
は
個
人
が
自
分
の
意
志
で
立
ち
入
る
こ
と
の

出
来
る
よ
う
な
山
で
は
な
く
、
司
馬
道
子
の
邸
宅
の
中
に
あ
る
山
で
あ
る
こ
と
か

ら
、司
馬
道
子
の
要
請
に
よ
っ
て
「
靈
秀
山
銘
」
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

自
然
の
山
々
に
対
し
て
そ
の
山
を
讃
え
た
「
山
銘
」
を
作
る
と
い
う
行
為
を
模
し

て
、
司
馬
道
子
は
自
身
の
邸
宅
内
に
築
い
た
山
に
対
し
て
も
「
山
銘
」
を
作
ら
せ

た
の
で
あ
る
。
人
口
の
山
や
池
、
模
擬
店
を
作
り
、
そ
こ
で
買
い
物
ご
っ
こ
を
す

る
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
ミ
ニ
チ
ュ
ア
を
好
む
司
馬
道
子
の
嗜
好
が
こ
こ
に
も
発
揮

さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。
以
上
か
ら
、「
靈
秀
山
銘
」
と
い
う
作
品
は
、
孫

恩
の
乱
の
直
前
、
三
九
九
（
隆
安
三
）
年
以
前
に
、
湛
方
生
が
司
馬
道
子
の
配
下

に
お
い
て
、
そ
の
権
力
者
に
仕
え
る
立
場
か
ら
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
で
き



湛
方
生
と
官
の
文
学

五

る
。

（
二
）続

け
て
公
的
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
作
品
を
見
て
い
こ
う
。

　
「
修
学
校
教
」

　

 

貴
郡
之
境　

山
秀
水
清　

嶺
舉
雲
霞
之
　

澤
流
清
曠
之
氣　

荊
藍
之
璞　

豈
不
在
茲

　

 （
貴
郡
の
境
、
山
秀
に
し
て
水
清
ら
か
な
り
。
嶺
は
雲
霞
の

を
舉
げ
、
澤

は
清
曠
の
氣
を
流
す
。
荊
藍
の
璞
、
豈
に
茲
に
在
ら
ざ
る
か
。）

 

（『
藝
文
類
聚
』
巻
三
八
學
校
）

こ
ち
ら
は
四
六
駢
儷
体
で
書
か
れ
、
先
の
「
靈
秀
山
銘
」
と
同
様
に
、
ま
ず
自
然

を
讃
え
る
描
写
か
ら
始
ま
る
。
冒
頭
の
二
句
で
か
の
地
は
山
も
川
も
美
し
い
と
賞

賛
し
た
あ
と
、
第
三
、四
句
で
山
と
川
の
美
し
さ
に
つ
い
て
述
べ
る
対
句
を
据
え
、

結
び
の
二
句
で
こ
の
よ
う
な
美
し
い
土
地
に
「
荊
藍
之
璞
」
が
い
な
い
わ
け
が
な

い
と
言
う
。「
荊
藍
之
璞
」
と
は
、
西
晋
の
頃
に
呉
の
出
身
で
あ
る
華
譚
が
上
洛

し
た
際
に
博
士
の
王
濟
か
ら
「
君
呉
楚
の
人
、
亡
国
の
餘
な
り
、
何
の
秀
異
有
り

て
斯
の
舉
に
應
じ
る
か
。」
と
問
わ
れ
、「
秀
異
は
固
よ
り
方
外
に
生
ま
れ
、
中
域

に
出
で
ざ
る
な
り
。
是
れ
を
以
て
明
珠
文
貝
は
江
鬱
の
濱
に
生
ま
れ
、
夜
光
の
璞

は
荊
藍
の
下
に
出
づ
る
な
り
。」
と
答
え
た
問
答
を
典
故
と
し
て
い
る（
14
）。「
江

鬱
」
は
江
南
一
帯
、「
荊
藍
」
は
荊
州
一
帯
を
指
し
、
い
ず
れ
も
都
か
ら
離
れ
た

方
外
の
地
に
潜
在
し
て
い
る
優
れ
た
人
材
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
単

独
で
「
荊
藍
之
璞
」
を
用
い
る
湛
方
生
の
作
品
で
は
、
設
立
さ
れ
た
学
校
が
荊
州

に
あ
る
こ
と
に
因
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、「
嶺
舉
雲
霞
之
　

澤
流
清
曠
之
氣
」
と
い
う
山
と
川
を
対
と
し
た
表

現
は
、
孫
綽
「
遊
天
台
山
賦
序
」（『
文
選
』
巻
十
一
）
に
「
赤
城
霞
起
而
建
標
、

瀑
布
飛
流
以
界
道
（
赤
城
は
霞
起
り
て
標
を
建
て
、
瀑
布
は
飛
流
し
て
以
て
道
を

界
す
）」
に
類
似
し
た
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
霞
に
届
き
そ
う
な
山
の

高
さ
と
勢
い
あ
る
川
の
流
れ
を
対
に
作
る
と
い
う
発
想
を
同
じ
く
し
な
が
ら
も
、

湛
方
生
の
表
現
は
孫
綽
の
そ
れ
が
持
つ
具
体
性
を
捨
象
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
湛

方
生
の
描
写
が
読
み
手
に
想
起
さ
せ
る
の
は
具
体
的
な
特
定
の
場
所
で
は
な
く
、

観
念
的
な
美
し
い
山
水
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
「
靈
秀
山
銘
」
に
も
相
通
じ
る
特

徴
で
あ
る
が
、
書
き
手
で
あ
る
湛
方
生
に
と
っ
て
眼
前
の
そ
の
土
地
固
有
の
山
水

を
描
き
出
す
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
か
く
美
し
い
土
地
だ
か
ら
素
晴

ら
し
い
人
材
が
必
ず
い
る
は
ず
だ
と
い
っ
た
論
理
が
先
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
山
水

の
描
写
が
甚
だ
観
念
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、「
教
」
と
い
う
文
体
に
つ
い
て
は
『
文
心
雕
龍
』（
詔
策
）
に
「
教
者
效

也
。
言
出
而
民
效
也
。
契
敷
五
教
、
故
王
侯
稱
教
。（
教
は
效
な
り
。
言
を
出
し

て
民
效
う
な
り
。
契
は
五
教
を
敷
く
、
故
に
王
侯
は
教
と
稱
す
。）」
と
あ
り
、『
文

選
』
に
は
「
教
」
の
類
に
、
傅
亮
（
三
七
四
〜
四
二
六
）
の
「
爲
宋
公
修
張
良
廟

教
」
や
「
爲
宋
公
修
楚
元
王
墓
教
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
両
作
の
冒

頭
と
結
び
を
引
用
し
よ
う
。

　
「
爲
宋
公
修
張
良
廟
教
」

　
 

綱
紀
、
夫
盛
德
不
泯
、
義
存
祀
典
。
微
管
之
歎
、
撫
事
彌
深
。
張
子
房
道
亞

黄
中
、
照
鄰
殆
庶
。
風
雲
玄
感
、
蔚
爲
帝
師
。
夷
項
定
漢
、
大
拯
橫
流
。
…

可
改
構
棟
宇
、
脩
飾
丹
青
、
蘋
蘩
行
潦
、
以
時
致
薦
。
抒
懷
古
之
情
、
存
不

刊
之
烈
。
主
者
施
行
。



渡　

邉　

登　

紀

六

　
 （

綱
紀
、
夫
れ
盛
德
は
泯
び
ず
、
義
は
祀
典
に
存
す
れ
ば
な
り
。
微
管
の
歎
、

事
を
撫
す
れ
ば
彌
い
よ
深
し
。
張
子
房
は
道
に
黄
中
を
亞
ぎ
、
照
は
殆
庶
に

鄰
し
。
風
雲 

玄
感
し
、
蔚
と
し
て
帝
師
と
爲
る
。
項
を
夷
げ
漢
を
定
め
、

大
い
に
橫
流
を
拯
う
。
…
棟
宇
を
改
構
し
、
丹
青
を
脩
飾
し
、
蘋
蘩 

行
潦
、

時
を
以
て
薦
を
致
す
べ
し
。
懷
古
の
情
を
抒
べ
、
不
刊
の
烈
を
存
せ
ん
。
主

者
施
行
せ
よ
。）

　
「
爲
宋
公
修
楚
元
王
墓
教
」

　

 

綱
紀
、
夫
褒
賢
崇
德
、
千
載
彌
光
。
尊
本
敬
始
，
義
隆
自
遠
。
楚
元
王
積
仁

基
德
、
啟
藩
斯
境
。
素
風
道
業
、
作
範
後
昆
。
本
支
之
祚
、
實
隆
鄙
宗
。
遺

芳
餘
烈
、
奮
乎
百
世
。
…
可

復
近
墓
五
家
、
長
給
灑
掃
。
便
可
施
行
。

　

 （
綱
紀
、
夫
れ
賢
を
褒
え
德
を
崇
ぶ
は
、
千
載 

彌
い
よ
光
る
。
本
を
尊
び
始

を
敬
う
は
、
義
は
隆
に
し
て
遠
き
よ
り
す
。
楚
元
王 

仁
を
積
み
德
を
基
し
、

藩
を
斯
境
に
啓
く
。
素
風
道
業
、
範
を
後
昆
に
作
す
。
本
支
の
祚
、
實
に
鄙

宗
に
隆
な
り
。
遺
芳
餘
烈
、
百
世
に
奮
う
。
…
墓
に
近
き
五
家
を

復
し
、

長
く
灑
掃
に
給
す
べ
し
。
便
ち
施
行
せ
よ
。）

 

　
（
と
も
に
『
文
選
』
巻
三
六
）

「
宋
公
」
と
は
宋
朝
の
皇
帝
と
な
る
直
前
の
劉
裕
の
こ
と
で
あ
り
、「
爲
宋
公
修
張

良
廟
教
」
に
つ
い
て
は
「
義
煕
十
三
（
四
一
七
）
年
」
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る

と
、
李
善
は
裴
子
野
『
宋
略
』
を
引
用
し
て
注
し
て
い
る
。
こ
の
両
作
品
を
対
照

す
る
と
、
同
じ
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
両
者
の
間
に
似

通
っ
た
印
象
を
覚
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
に
「
綱
紀
」
の
語
に
始
ま

り
、
次
の
四
句
で
盛
徳
の
不
朽
を
述
べ
、
そ
の
後
、
讃
え
ら
れ
る
人
物
の
名
を
、

さ
ら
に
そ
の
人
物
の
行
い
を
顕
彰
す
る
言
葉
が
続
く
。
引
用
で
は
省
略
し
た
が
荒

れ
果
て
た
現
状
を
嘆
く
言
葉
を
述
べ
た
後
に
、
こ
こ
ま
で
讃
え
て
き
た
よ
う
な
徳

の
高
い
人
物
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
廟
や
墓
を
綺
麗
に
守
っ
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
結
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
背
景
に
は
雛
形
と
な
る
文
章
が
存
在
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
こ
れ
ら
の
文
章
が
定
型
的
な

形
式
を
擁
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

両
作
の
冒
頭
に
あ
る
「
綱
紀
」
の
語
に
つ
い
て
、「〈
綱
紀
〉
は
主
簿
を
謂
う
な

り
。
教
、
主
簿
の
之
を
宣
ぶ
る
故
に
〈
綱
紀
〉
と
曰
う
、
猶
お
今
の
詔
書
の
〈
門

下
〉
と
稱
す
る
が
ご
と
き
な
り
。」
と
李
善
が
注
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
文
章

は
文
官
が
公
的
立
場
か
ら
令
を
下
す
文
書
で
あ
る
。『
文
選
』
で
は
、
こ
の
「
教
」

類
の
前
に
は
「
詔
」「
册
」「
令
」
を
据
え
て
い
る
。「
詔
」
は
言
う
ま
で
も
な
く

皇
帝
の
発
令
で
あ
り
、
漢
武
帝
の
詔
が
二
首
、
続
く
「
册
」
に
は
禅
譲
を
意
味
す

る
九
錫
文
（
潘
勗
「
册
魏
公
九
錫
文
」）、「
令
」
に
は
皇
后
か
ら
の
発
令
（
任
昉
「
宣

徳
皇
后
令
」）、
そ
し
て
「
教
」
に
傅
亮
の
二
作
品
、
す
な
わ
ち
傅
亮
に
よ
る
劉
裕

の
代
作
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
帰
納
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
文
体
名
称
の

定
義
は
実
際
の
書
き
手
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
文
章
に

示
す
考
え
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
人
物
の
地
位
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
学
校
の
修
築
に
関
す
る
「
教
」
と
し
て
は
、
庾
亮
（
二
八
九
〜

三
四
〇
）「
武
昌
開
置
學
官
教
」
が
あ
り
、開
学
に
際
し
て
の
志
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
教
は
僅
か
六
句
の
み
残
る
湛
方
生
の
教
と
異
な
り
、
凡
そ
八
十
句
に
及
ぶ
長

編
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
一
部
分
を
示
そ
う
。

　

 

今
使
三
時
既
務
、
五
教
並
修
、
軍
旅
已
整
、
俎
豆
無
廢
、
豈
非
兼
善
者
哉
。

便
處
分
安
學
校
處
所
、
籌
量
起
立
講
舍
。
參
佐
大
將
子
弟
、
悉
令
入
學
、
吾
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七

家
子
弟
、
亦
令
受
業
。
四
府
博
學
識
義
通
涉
文
學
經
綸
者
、
建
儒
林
祭
酒
、

使
班
同
三
署
。
厚
其
供
給
、
皆
妙
選
邦
彥
、
必
有
其
宜
者
、
以
充
此
舉
。
近

臨
川
・
臨
賀
二
郡
、
並
求
修
復
學
校
。
可
下
聽
之
。

　

 （
今
、
三
時
既
に
務
め
、
五
教
並
び
に
修
め
、
軍
旅
已
に
整
え
、
俎
豆
廢
す

る
こ
と
無
か
り
し
め
ば
、
豈
に
兼
善
な
る
者
に
非
ざ
る
や
。
便
ち
學
校
處
所

の
安
ず
る
を
處
分
し
、
講
舍
の
起
立
を
籌
量
せ
ん
。
大
將
子
弟
を
參
佐
し
、

悉
く
入
學
せ
し
め
、
吾
家
子
弟
も
亦
た
受
業
せ
し
め
よ
。
四
府 

學
博
く
義

を
識
り
、
文
學
經
綸
に
通
涉
す
る
者
、
儒
林
祭
酒
に
建
て
、
三
署
を
班
同
せ

し
め
よ
。
其
の
供
給
を
厚
く
し
、
皆
邦
彥
を
妙
選
せ
ば
、
必
ず
其
の
宜
し
き

者
有
り
て
、
以
て
此
の
舉
を
充
た
さ
ん
。
近
き
臨
川
・
臨
賀
二
郡
、
並
び
に

學
校
の
修
復
を
求
む
。
下
し
て
之
を
聽
く
べ
し
。）（『
宋
書
』
巻
十
四
禮
志
）

先
ほ
ど
の
湛
方
生
や
傅
亮
の
教
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
作
品
は
文
体
の
面
で
整
字

句
の
徹
底
が
な
さ
れ
て
は
い
な
い
一
方
で
、
そ
の
内
容
の
面
で
は
学
校
修
築
の
目

的
や
具
体
案
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
庾
亮
の
学
校
政
策
に
つ
い
て
は
、
陶
淵

明
の
「
晉
故
征
西
大
将
軍
長
史
孟
府
君
傳
」（『
陶
淵
明
集
』
巻
六
）
の
中
で
「
旬

有
餘
日
、
更
版
爲
勸
學
從
事
。
時
亮
崇
修
學
校
、
高
選
儒
官
、
以
君
望
實
、
故
應

尚
德
之
舉
。（
旬
有
餘
日
し
て
、
版
を
更
め
勸
學
從
事
と
爲
る
。
時
に
亮
學
校
を

崇
修
し
、
儒
官
を
高
選
す
。
君
の
望
實
を
以
て
、
故
に
尚
德
の
舉
に
應
ぜ
し
む
。）」

と
、
庾
亮
の
設
立
し
た
学
校
の
儒
官
に
孟
嘉
が
推
挙
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
と
な
れ
ば
、
庾
亮
の
「
教
」
は
庾
亮
が
主
導
と
な
っ
て
政
策
を
推
し
進
め

て
い
く
な
か
で
、
庾
亮
自
身
の
考
え
を
示
す
も
の
と
し
て
主
体
的
に
書
か
れ
た
も

の
だ
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

振
り
返
っ
て
湛
方
生
の
「
教
」
は
庾
亮
の
よ
う
に
自
ら
が
主
体
と
な
っ
て
自
身

の
考
え
を
書
い
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
傅
亮
の
「
教
」
の
よ
う
に
発
令
者
は
別

に
存
在
し
、
書
く
べ
き
内
容
が
既
に
定
め
れ
た
形
式
的
な
発
令
文
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

（
三
）次

に
示
す
「
上
貞
女
解
」
と
い
う
作
品
も
、
公
的
性
格
の
強
い
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

　
「
上
貞
女
解
」

　

 

伏
見
西
道
縣
治
下
里
龍
憐
。
年
始
弱
笄
、
出
適
皮
氏
。
未
逾
半
年
、
壻
京
殞

沒
、
京
兄
弟
三
人
、
相
尋
凋
落
。
外
靡
朞
功
之
親
、
內
絕
胤
嗣
之
繼
。
憐
貨

其
父
母
之
資
、
躬
親
機
杼
之
勤
。
數
年
之
間
、
三
喪
俱
舉
、
四
節
蒸
嘗
、
于

今
不
輟
。
志
存
匪
石
之
固
、
行
無
片
言
之
玷
。
賢
良
屢
聘
、
誓
而
弗
許
、
守

節
窮
居
、
於
今
五
十
餘
年
矣
。
…

　

 （
伏
見
す 

西
道
縣
治
下 

里
の
龍
憐
。年
始
弱
で
笄
し
、出
で
て
皮
氏
に
適
く
。

未
だ
半
年
を
逾
え
ず
し
て
、
壻
の
京 

殞
沒
す
、
京
の
兄
弟
三
人
、
相
い
尋

い
で
凋
落
す
。
外
に
朞
功
の
親
靡
く
、
內
に
胤
嗣
の
繼
絶
ゆ
。
憐
其
の
父

母
の
資
を
貨
と
し
、
躬
ら
機
杼
の
勤
に
親
し
む
。
數
年
の
間
に
、
三
喪
俱

舉
し
、
四
節
蒸
嘗
す
。
今
に
于
い
て
も
輟
め
ず
。
志
は
匪
石
の
固
に
存
り
、

行
は
片
言
の
玷
も
無
し
。
賢
良
屢
し
ば
聘
す
も
、
誓
い
て
許
す
こ
と
弗
く
、

節
を
守
り
て
窮
居
し
、
今
に
於
い
て
五
十
餘
年
な
り
。
…
）

 

（『
藝
文
類
聚
』
巻
一
八
）

こ
の
作
品
は
西
道
縣
の
龍
憐
と
い
う
女
性
の
貞
淑
を
讃
え
た
も
の
で
前
半
の
み
を

引
用
し
た
。
嫁
い
で
間
も
な
く
夫
を
亡
く
し
、
そ
の
後
貞
節
を
守
っ
て
二
夫
に
見



渡　

邉　

登　

紀

八

え
る
こ
と
な
く
自
ら
の
力
で
生
き
抜
い
た
と
い
う
彼
女
の
半
生
を
語
り
、
引
用
で

は
省
略
し
た
後
半
部
分
に
は
終
生
変
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
彼
女
の
貞
節
を
賞
賛

す
る
言
葉
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。「
解
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
『
文
心
雕
龍
』（
書

記
）
に
よ
れ
ば
「
百
官
の
事
を
詢
る
」
時
に
用
い
る
文
体
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た

公
的
文
書
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
文
体
を
持
つ
作
品
は
管
見
の
限
り
で

い
え
ば
現
在
ま
で
伝
わ
る
も
の
は
他
に
な
く
、
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
困
難
を

極
め
て
い
る（
15
）。

こ
の
龍
憐
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
『
晉
書
』
列
女
伝
の
中
で
も
そ
の
名
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

 

皮
京
妻
龍
氏
、
字
憐
、
西
道
縣
人
也
。
年
十
三
適
京
、
未
逾
年
而
京
卒
、
京

二
弟
亦
相
次
而
隕
、
既
無
胤
嗣
、
又
無
朞
功
之
親
。
憐
貨
其
嫁
時
資
裝
、
躬

自
紡
織
、
數
年
間
三
喪
俱
舉
、
葬
斂
既
畢
、
每
時
享
祭
無
闕
。
州
里
聞
其
賢
、

屢
有
娉
者
、
憐
誓
不
改
醮
、
守
節
窮
居
五
十
餘
載
而
卒
。

　

 （
皮
京
の
妻
龍
氏
、字
は
憐
、西
道
縣
の
人
な
り
。
年
十
三
に
し
て
京
に
適
き
、

未
だ
年
を
逾
え
ず
し
て
京
卒
す
、
京
の
二
弟
も
亦
た
相
次
ぎ
て
隕
す
、
既
に

胤
嗣
無
く
、
又
朞
功
の
親
も
無
し
。
憐 

其
の
嫁
時
の
資
裝
を
貨
と
し
、
躬

自
ら
紡
織
す
。
數
年
間
三
喪
俱
に
舉
げ
、
葬
斂
既
に
畢
わ
る
も
、
每
時
享
祭 

闕
く
る
こ
と
無
し
。
州
里 

其
の
賢
な
る
を
聞
き
て
、屢
し
ば
娉
す
者
有
る
も
、

憐
誓
い
て
改
醮
せ
ず
、
節
を
守
り
て
窮
居
し
五
十
餘
載
に
し
て
卒
す
。）

 

（『
晉
書
』
巻
九
六
列
女
傳
）

『
晉
書
』
の
記
事
は
湛
方
生
の
作
に
近
似
し
て
お
り
、
ま
た
龍
憐
お
よ
び
そ
の
夫

の
皮
京
の
名
を
他
で
は
見
か
け
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、『
晉
書
』
列
女
傳
の
こ

の
記
事
が
湛
方
生
の
作
を
も
と
に
書
か
れ
た
と
い
う
可
能
性
が
見
込
ま
れ
る
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
龍
憐
の
出
身
地
で
あ
る
「
西
道
縣
」
に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
記

述
が
あ
る
。

　

 

夷
道
縣
、
漢
武
帝
伐
西
南
夷
、
路
有
此
出
、
故
曰
夷
道
矣
。
王
莽
更
名
江
南
。

桓
温
父
名
彜
、
改
曰
西
道
。
魏
武
分
南
郡
置
臨
江
郡
。
劉
備
改
曰
宜
都
。

　

 （
夷
道
縣
、
漢
武
帝 

西
南
の
夷
を
伐
ち
、
路 

此
よ
り
出
づ
る
有
り
、
故
に
夷

道
と
曰
う
。
王
莽 

更
め
て
江
南
と
名
づ
く
。
桓
温
の
父
の
名
は
彜
に
し
て
、

改
め
て
西
道
と
曰
う
。
魏
武 

南
郡
を
分
か
ち
て
臨
江
郡
を
置
く
。
劉
備
改

め
て
宜
都
と
曰
う
。） 

（『
水
經
注
』
巻
三
四
）

右
は
『
水
經
注
』
の
「
夷
道
縣
」
に
付
さ
れ
た
酈
道
元
の
注
で
あ
る
。「
西
道
縣
」

は
も
と
は
「
夷
道
縣
」
と
称
さ
れ
て
い
た
が
、「
夷
道
」
の
「
夷
」
が
桓
温
の
父

の
名
、
桓
彝
の
「
彝
」
と
音
通
で
あ
る
た
め
に
「
西
道
」
と
改
め
ら
れ
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。
桓
玄
が
安
帝
か
ら
の
禅
譲
と
い
う
形
を
と
っ
て
自
ら
帝
位
に
つ
き
、

「
楚
王
」
と
名
乗
っ
た
の
が
四
〇
三
（
元
興
二
）
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
桓
玄
政
権
は
長
く
は
続
か
ず
四
〇
四
（
元
興
三
）
年
五
月
ま
で
の
半
年
た
ら
ず

で
終
わ
っ
た
が
、
桓
玄
が
禅
譲
を
ま
だ
受
け
る
前
、
初
め
て
建
康
へ
凱
旋
し
た
頃

の
こ
と
を
『
晉
書
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

 

玄
諷
朝
廷
以
己
平
元
顯
功
、
封
豫
章
公
。
…
平
仲
堪
佺
期
功
、
封
桂
陽
郡
公
。

…
本
封
南
郡
如
故
。
玄
以
豫
章
改
封
息
昇
、
桂
陽
郡
公
賜
兄
子
濬
、
降
爲
西

道
縣
公
。
又
發
詔
爲
桓
温
諱
、
有
姓
名
同
者
一
皆
改
之
、
贈
其
母
馬
氏
豫
章

公
太
夫
人
。

　

 （
玄 
朝
廷
に
諷
し
て
己
が
元
顯
を
平
ら
ぐ
る
の
功
を
以
て
豫
章
公
に
封
ぜ

ら
る
。
…
仲
堪
・
佺
期
を
平
ら
ぐ
る
の
功
を
以
て
、
桂
陽
郡
公
に
封
ぜ
ら
る
。

…
本
と
南
郡
に
封
ぜ
ら
る
こ
と
故
の
ご
と
し
。
玄 

豫
章
を
以
て
息
の
昇
に
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九

改
封
し
、
桂
陽
郡
公 

兄
子
の
濬
に
賜
い
、
降
り
て
西
道
縣
公
と
爲
る
。
又

詔
を
發
し
て
桓
温
諱
と
姓
名
同
じ
者
有
ら
ば
一
に
皆
之
を
改
む
る
こ
と
と

爲
し
、
其
の
母
の
馬
氏
に
豫
章
公
太
夫
人
を
贈
る
。）

 

（『
晉
書
』
巻
九
九
桓
玄
傳
）

桓
玄
は
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
豫
章
公
や
桂
陽
郡
公
と
い
っ
た
官
爵
を
息
子
や
甥
に

譲
り
、
代
わ
り
に
自
ら
は
祖
父
桓
彝
の
名
を
避
け
た
「
西
道
縣
」
の
公
と
な
り
、

父
の
桓
温
の
諱
を
名
に
持
つ
者
に
対
し
て
は
改
名
の
詔
を
発
し
た
の
だ
と
い
う
。

「
縣
」
が
「
郡
」
よ
り
も
下
に
位
置
す
る
行
政
単
位
で
あ
る
こ
と
は
説
明
す
る
ま

で
も
な
い
が
、
実
質
的
に
政
権
を
掌
握
し
て
い
る
は
ず
の
桓
玄
が
自
ら
「
西
道
縣

公
」
に
就
い
た
と
い
う
の
は
、
西
道
縣
と
い
う
地
が
桓
氏
に
と
っ
て
極
め
て
象
徴

的
な
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
桓
氏
の
避
諱
お
よ
び
嫌
名
の
周
知
徹
底

は
名
実
と
も
に
皇
帝
と
な
る
た
め
の
布
石
で
あ
り
、
桓
玄
失
脚
後
す
ぐ
に
「
西
道

縣
」
は
「
夷
道
縣
」
に
改
名
さ
れ
、
桓
玄
を
斬
っ
た
毛
祐
之
が
義
煕
年
間
に
夷
道

縣
公
を
追
贈
さ
れ
て
い
る
こ
と
も（
16
）、「
西
道
縣
」
が
桓
氏
に
と
っ
て
自
他
と

も
に
重
要
な
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

以
上
か
ら
、「
西
道
縣
」
と
い
う
呼
称
が
桓
氏
と
極
め
て
関
係
が
深
い
こ
と
、

ま
た
桓
氏
の
政
権
掌
握
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
察
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
そ
も
そ
も
湛
方
生
の
「
上
貞
女
解
」
と
は
桓
玄
の
「
西
道
縣
」
を
宣

揚
す
る
た
め
の
宣
伝
文
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
西
道
縣
」
の
無
名
の
女
性
を
わ
ざ
わ
ざ
取
り
上
げ
た
の
は
龍
憐
個
人
の
行

迹
の
顕
彰
で
あ
る
よ
り
も
、
貞
淑
な
素
晴
ら
し
い
女
性
が
い
る
「
西
道
縣
」
を
、

ひ
い
て
は
桓
氏
が
治
め
る
西
道
縣
の
す
ば
ら
し
さ
を
世
に
知
ら
し
め
る
た
め
に
書

か
れ
た
の
だ
っ
た
と
し
て
も
十
分
に
納
得
で
き
よ
う
。

こ
こ
ま
で
、「
靈
秀
山
銘
」「
修
学
校
教
」「
上
貞
女
解
」
を
取
り
上
げ
、
こ
れ

ら
の
作
品
が
政
治
的
状
況
の
中
で
、
い
わ
ば
任
務
の
一
環
と
し
て
書
か
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
靈
秀
山
銘
」
が
三
九
九
（
隆
安
三
）
年
以
前
に
司
馬
道
子

の
配
下
で
、「
上
貞
女
解
」
が
四
〇
〇
（
隆
安
四
）
年
か
ら
四
〇
四
（
元
興
三
）

年
の
間
に
桓
玄
の
配
下
で
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。
と
な
れ

ば
、
湛
方
生
は
司
馬
道
子
と
桓
氏
と
い
う
敵
対
関
係
に
あ
る
有
力
者
の
双
方
に
仕

え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
こ
れ
は
湛
方
生
の
無
節
操
と
解
す
る
べ
き

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
当
時
の
時
代
様
相
を
知
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

二
、
東
晋
末
期
の
時
代
様
相

東
晋
末
期
の
政
治
状
況
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
少
し
整
理
し
て
お
こ
う
。

三
八
五
（
太
元
十
）
年
に
貴
族
政
治
を
統
率
し
て
い
た
謝
安
が
死
ぬ
と
、
か
わ
っ

て
孝
武
帝
の
弟
で
あ
る
会
稽
王
司
馬
道
子
が
政
治
の
実
権
を
握
り
、
卑
賤
な
者

を
金
銭
に
よ
っ
て
官
吏
に
登
用
す
る
賄
賂
政
治
が
横
行
し
、
そ
の
陰
で
京
口
の

北
府
軍
と
荊
州
の
西
府
軍
そ
れ
ぞ
れ
が
徐
々
に
に
軍
事
力
を
蓄
え
、
建
康
政
府

に
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
三
九
六
（
太
元
二
十
一
）
年
に
孝
武
帝
が
変
死
、

内
政
改
革
を
求
め
る
王
恭
率
い
る
北
府
軍
と
建
康
政
府
の
対
立
が
激
化
し
た
。

そ
の
対
立
に
乗
じ
て
劉
牢
之
は
王
恭
を
裏
切
っ
て
北
府
軍
の
実
権
を
握
り
、

三
九
九
（
隆
安
三
）
年
に
会
稽
で
孫
恩
の
乱
が
起
こ
っ
た
際
に
、
建
康
政
府
の

要
請
に
よ
っ
て
劉
牢
之
率
い
る
北
府
軍
が
討
伐
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
時
、
荊
州
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に
い
る
西
府
軍
の
桓
玄
は
首
都
救
援
の
名
目
で
出
軍
の
姿
勢
を
見
せ
、
こ
れ
に

不
安
を
覚
え
た
司
馬
元
顕
（
司
馬
道
子
の
子
）
は
桓
玄
討
伐
を
北
府
軍
に
命
じ

る
が
、
劉
牢
之
は
今
度
は
司
馬
父
子
を
裏
切
っ
て
桓
玄
の
側
に
つ
い
て
、
桓
玄

は
首
都
を
制
圧
し
安
帝
か
ら
の
禅
譲
と
い
う
形
で
帝
位
に
つ
く
。
こ
れ
が

四
〇
三
（
元
興
二
）
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
劉
牢
之
は
失
脚
す
る
も
の
の
、

四
〇
四
（
元
興
三
）
年
二
月
に
劉
裕
を
中
心
と
し
た
旧
北
府
兵
に
よ
っ
て
桓
玄

討
伐
が
行
わ
れ
、
こ
れ
以
降
は
政
権
は
実
質
的
に
劉
裕
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
劉
裕
は
劉
宋
の
建
国
に
向
け
て
準
備
段
階
へ
と
入
っ
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
、
四
〇
〇
年
を
前
後
す
る
凡
そ
十
年
間
は
大
動
乱
期
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

湛
方
生
が
歴
任
し
た
で
あ
ろ
う
官
職
の
中
で
唯
一
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
「
衛

将
軍
諮
議
参
軍
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
「
衛
将
軍
」
は
湛
方
生
に
と
っ
て
の

直
属
の
上
司
で
あ
り
、「
諮
議
参
軍
」
が
彼
の
役
職
で
あ
る
。
ま
ず
、
衛
将
軍
に

つ
い
て
は
、
東
晋
で
の
衛
将
軍
の
歴
任
者
に
は
王
薈
、
庾
亮
、
庾
希
、
虞
胤
、
謝

琰
、
王
敬
弘
が
い
た
こ
と
が
『
晉
書
』『
宋
書
』
お
よ
び
『
世
説
新
語
』
な
ど
の

文
献
資
料
を
手
掛
か
り
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
諮
議
参
軍
に
つ
い
て
。

こ
の
職
は
も
と
も
と
貴
族
の
子
弟
が
は
じ
め
に
任
官
す
る
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
が
、

劉
宋
以
降
、
低
い
身
分
か
ら
の
た
た
き
あ
げ
の
武
人
達
が
多
く
占
め
る
よ
う
に

な
っ
た
と
川
勝
氏
は
指
摘
し
て
い
る（
17
）。
諮
議
参
軍
に
任
官
し
た
も
の
の
数
は

史
書
に
現
在
記
録
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
も
、
孫
恩
の
乱
を
境
に
圧
倒
的
に

増
加
し
、
か
つ
て
、
司
馬
道
子
の
政
権
下
で
三
九
二
（
太
元
十
七
）
年
に
茹
千
秋

が
驃
騎
諮
議
参
軍
を
賄
賂
で
買
っ
て
い
た
が（
18
）、
義
煕
以
降
、
劉
裕
自
ら
が
積

極
的
に
人
材
を
諮
議
参
軍
と
し
て
取
り
立
て
て
い
る
。
例
え
ば
、
劉
牢
之
の
息
子

の
劉
敬
宣
は
、
三
九
八
（
隆
安
二
）
年
に
司
馬
道
子
の
息
子
の
司
馬
元
顕
の
も
と

で
後
将
軍
諮
議
参
軍
と
な
る
が
、
次
に
四
〇
二
（
元
興
元
）
年
に
は
桓
玄
の
も
と

で
命
じ
ら
れ
て
西
府
諮
議
参
軍
と
な
り
、
続
い
て
輔
国
将
軍
に
、
さ
ら
に
江
州
刺

史
建
威
将
軍
と
進
み
、
桓
玄
が
破

れ
た
後
、
四
〇
九
（
義
煕
五
）
年

に
は
劉
裕
の
も
と
で
中
軍
諮
議
参

軍
と
な
り
、
そ
の
参
謀
の
能
力
を

糧
に
次
々
と
時
の
権
力
者
の
も
と

を
渡
り
歩
い
て
い
る（
19
）。
こ
う
し

た
実
務
的
な
能
力
本
位
の
時
代
の

中
で
、
湛
方
生
も
ま
た
諮
議
参
軍

と
い
う
職
を
務
め
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
頃
、
陶
淵
明
は
三
九
三
（
太
元
十
九
）
年
に
江
州
祭
酒
と
し
て
は
じ
め
て

出
仕
す
る
も
間
も
な
く
辞
職
し
て
潯
陽
に
帰
郷
、
そ
の
す
ぐ
後
に
江
州
か
ら
主
簿

と
し
て
招
か
れ
る
が
辞
退
す
る
。
四
〇
〇
（
隆
安
四
）
年
に
桓
玄
の
幕
下
に
入
り
、

四
〇
一
（
隆
安
五
）
年
に
再
び
帰
郷
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
農
耕
生
活
に
入
る
。

四
〇
四
（
元
興
三
）
年
に
今
度
は
劉
裕
の
も
と
で
鎮
軍
参
軍
と
な
る
も
、
間
も
な

く
劉
裕
の
下
を
離
れ
帰
郷
し
て
、
江
州
刺
史
建
威
将
軍
で
あ
っ
た
劉
敬
宣
の
も
と

で
参
軍
と
な
り
、
四
〇
五
（
義
煕
元
）
年
三
月
、
劉
敬
宣
の
辞
任
と
も
に
陶
淵
明

も
参
軍
を
辞
め
、
そ
の
年
の
秋
に
今
度
は
彭
澤
縣
令
と
な
る
が
そ
れ
も
間
も
な
く

辞
任
し
て
、
故
郷
に
戻
り
「
歸
去
來
兮
辭
」
を
作
っ
て
い
る
。

ま
た
、前
章
で
「
銘
」
の
作
者
と
し
て
と
り
あ
げ
た
傅
亮
も
同
時
代
人
で
あ
る
。

 
湛方生 

 陶淵明 
傅 亮 
劉敬宣 

劉裕 
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湛
方
生
と
官
の
文
学

一
一

彼
は
そ
の
博
識
と
文
学
の
才
を
帝
位
簒
奪
し
た
ば
か
り
の
桓
玄
に
よ
っ
て
認
め

ら
れ
、
秘
書
郎
に
取
り
立
て
ら
れ
る
が
、
桓
玄
が
討
伐
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
四
〇
五

（
義
煕
元
）
年
に
は
劉
裕
の
側
、
孟
昶
の
建
威
参
軍
と
な
り
、
そ
の
後
着
々
と
地

位
を
築
い
て
劉
裕
の
腹
心
と
な
り
、
そ
し
て
四
一
七
（
義
煕
十
三
）
年
に
は
劉

裕
に
代
わ
っ
て
「
爲
宋
公
修
張
良
廟
教
」
や
「
爲
宋
公
修
楚
元
王
墓
教
」
を
著

し
て
い
る（
20
）。

陶
淵
明
の
仕
官
態
度
に
つ
い
て
、
か
つ
て
岡
村
繁
氏
が
「
条
件
が
有
利
と
見
れ

ば
、
た
と
え
多
少
弁
解
が
ま
し
い
言
辞
を
弄
し
て
も
、
と
り
あ
え
ず
仕
官
だ
け
は

果
た
し
て
お
き
、
そ
の
後
、
一
旦
自
分
に
不
利
に
な
る
と
気
づ
け
ば
、
ど
ん
な
に

国
家
や
周
囲
が
危
殆
に
さ
ら
さ
れ
て
い
て
も
、
す
ば
し
こ
く
安
全
な
郷
里
に
逃
避

し
て
、
超
俗
的
な
隠
者
を
き
め
こ
ん
で
し
ま
う
」
と
評
し
た
こ
と
が
あ
る（
21
）。

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
示
し
て
き
た
湛
方
生
、
陶
淵
明
、
傅
亮
の
身
の
処
し
方
、
ま

た
先
に
挙
げ
た
政
治
の
中
心
人
物
た
ち
の
身
の
処
し
方
を
見
る
な
ら
ば
、
決
し
て

陶
淵
明
一
人
が
無
節
操
な
わ
け
で
も
湛
方
生
一
人
が
無
節
操
な
わ
け
で
も
な
い
だ

ろ
う
。
こ
の
四
百
年
を
前
後
す
る
大
動
乱
期
が
生
き
抜
く
た
め
に
は
手
段
を
問
わ

な
い
と
い
う
生
き
方
を
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
時
代
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
。

三
、
個
の
感
懐
―
「
羈
客
の
情
」

こ
こ
ま
で
湛
方
生
の
官
人
と
し
て
の
文
学
活
動
お
よ
び
当
時
の
時
代
様
相
に
つ

い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
章
で
は
湛
方
生
個
人
の
感
懐
を
述
べ
て
い
る
作
品
を

取
り
上
げ
て
み
た
い
。
ま
ず
最
初
に
掲
げ
る
の
は
「
帆
し
て
南
湖
に
入
る
詩
」
で

あ
る
。

　
「
帆
入
南
湖
詩
」

彭
蠡
紀
三
江　

彭
蠡
は
三
江
を
紀お
さ

め

廬
岳
主
衆
阜　

廬
岳
は
衆
阜
を
主つ
か
さど
る

白
沙
浄
川
路　

白
沙 

川
路
を
浄
め

青
松
蔚
巖
首　

青
松 

巖
首
に
蔚さ
か

ん
な
り

此
水
何
時
流　

此
の
水 

何
れ
の
時
よ
り
か
流
れ

此
山
何
時
有　

此
の
山 

何
れ
の
時
よ
り
か
有
る

人
運
互
推
遷　

人
運
は
互
い
に
推
遷
す
る
も

茲
器
獨
長
久　

茲
の
器
は
獨
り
長
久
た
り

悠
然
宇
宙
中　

悠
然
た
る
宇
宙
の
中

古
今
迭
先
後　

古
今 

先
後
を
迭か

わ
る

こ
の
詩
の
舞
台
は
「
彭
蠡
」「
廬
岳
」
と
あ
る
よ
う
に
廬
山
周
辺
で
あ
る
。
彭
蠡

湖
で
三
つ
の
川
が
交
わ
り
、
廬
山
が
周
囲
の
山
々
を
つ
か
さ
ど
る
か
の
よ
う
に
鎮

座
し
て
い
る
と
い
う
風
景
描
写
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
本
詩
は
冒
頭
の
句
で
具
体

的
な
地
名
を
あ
げ
て
そ
の
土
地
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
た
の
ち
実
景
描
写
へ
と

傾
い
て
い
く
の
で
は
な
く
、
こ
の
眼
前
の
風
景
を
発
端
と
し
て
悠
久
な
る
自
然
と

い
う
存
在
、
人
の
運
命
へ
と
思
考
を
飛
躍
さ
せ
て
い
く
。

前
半
の
六
句
で
「
彭
蠡
」
と
「
廬
岳
」、「
白
沙
」
と
「
青
松
」、「
此
水
」
と
「
此

山
」
と
、水
と
山
の
対
を
繰
り
返
し
た
後
に
、第
七
・
八
句
で
は
変
化
す
る
「
人
運
」

と
変
化
を
拒
む
「
茲
器
」
を
対
に
作
る
。「
茲
器
」
と
は
常
に
変
わ
る
こ
と
の
な

く
人
間
の
運
命
を
も
抱
え
込
む
川
と
山
、自
然
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
宇
宙
」

は
『
淮
南
子
』
斉
俗
訓
に
「
往
古
来
今
、
之
を
宙
と
謂
い
、
四
方
上
下
、
之
を
宇
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と
謂
う
」と
あ
る
よ
う
に
時
間
軸
を
も
包
含
す
る
四
次
元
に
広
が
る
世
界
で
あ
る
。

こ
の
世
界
の
中
で
「
古
今
」
す
な
わ
ち
時
間
が
代
わ
る
代
わ
る
順
序
を
も
た
ら
し

て
い
く
の
だ
と
い
う
。
無
時
間
的
存
在
で
あ
る
山
や
川
と
い
っ
た
自
然
と
い
う
器

の
中
で
、
そ
の
中
に
生
き
る
人
々
の
運
命
の
み
が
変
化
し
て
い
く
。
そ
の
変
化
を

つ
か
さ
ど
る
も
の
が
時
間
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
は
「
帆
入
南
湖
詩
」
と
題
さ

れ
る
よ
う
に
「
南
湖
」（
南
に
あ
る
湖
、
彭
蠡
湖
を
指
す
か
）
へ
と
向
か
う
舟
の

中
で
詠
ん
だ
詩
で
あ
っ
た
。
こ
の
舟
と
は
お
そ
ら
く
逆
方
向
の
、
都
（
建
康
）
へ

と
戻
る
舟
の
中
で
詠
ん
だ
詩
を
次
に
掲
げ
る
。

「
還
都
帆
詩
」

高
岳
萬
丈
峻　

高
岳
は
萬
丈
峻
に
し
て

長
湖
千
里
清　

長
湖
は
千
里
清
し

白
沙
窮
年
潔　

白
沙 

窮
年
潔
く

林
松
冬
夏
青　

林
松 

冬
夏
青
し

水
無
暫
停
流　

水
は
暫
く
流
れ
を
停
む
る
こ
と
無
く

木
有
千
載
貞　

木
は
千
載
の
貞
有
り

寤
言
賦
新
詩　

寤
言
し
て
新
詩
を
賦
せ
ば

忽
忘
羈
客
情　

忽
ち
羈
客
の
情
を
忘
る

先
の
「
帆
入
南
湖
詩
」
が
「
南
湖
」
に
向
か
っ
て
行
く
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、こ
の
詩
は
都
へ
と
向
か
う
旅
路
を
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
。「
高
岳
」
と
「
長
湖
」、

「
白
沙
」
と
「
林
松
」、「
水
」
と
「
木
」
で
対
を
な
す
冒
頭
か
ら
の
六
句
が
先
の
「
帆

入
南
湖
詩
」と
ほ
ぼ
同
じ
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
両
詩
を
読
め
ば
明
ら
か
で
、

前
詩
と
異
な
る
の
は
結
び
の
二
句
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
は
「
寤
言
賦
新
詩　

忽
忘

羈
客
情
」
と
、
詩
作
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
羈
客
の
情
」
を
ふ
と
忘
れ
て
し
ま

う
と
し
て
結
ん
で
い
る
。「
寤
言
」
と
は
目
覚
め
て
独
り
言
を
言
う
こ
と
、「
羈
客
」

と
は
旅
人
の
意
。
詩
作
す
る
こ
と
で
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
う

な
ら
ば
、
こ
の
「
羈
客
の
情
」
が
詩
人
に
始
終
纏
わ
り
つ
き
、
詩
作
を
行
っ
て
い

る
そ
の
時
間
だ
け
が
「
羈
客
の
情
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
一
瞬
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
羈
客
の
情
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
感
情
で
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。

ま
ず
、
こ
こ
で
振
り
返
っ
て
詩
題
の
「
還
」
の
文
字
に
注
目
し
た
い
。
陶
淵
明

の
詩
文
に
も
「
還
」
と
題
し
た
作
品
、
す
な
わ
ち
「
庚
子
歳
五
月
中
從
都
還
阻
風

於
規
林
」、「
辛
丑
歳
七
月
赴
假
還
江
陵
夜
行
塗
口
」、「
還
旧
居
」
の
三
作
が
あ
る
。

一
方
で
「
歸
」
の
字
を
冠
し
た
「
歸
去
來
兮
辭
」
や
「
歸
園
田
詩
」
詩
も
あ
る
。「
歸

去
來
兮
」
や
「
歸
園
田
詩
」
が
田
園
生
活
を
送
る
こ
と
の
決
意
を
詠
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、「
還
」
字
を
付
し
た
三
首
に
つ
い
て
簡
単

に
述
べ
て
お
く
と
、「
庚
子
歳
五
月
中
從
都
還
阻
風
於
規
林
」
は
四
〇
〇
（
隆
安
四
）

年
に
陶
淵
明
が
桓
玄
に
仕
え
て
い
た
時
に
都
で
あ
る
建
康
か
ら
故
郷
へ
と
戻
る
道

中
を
詠
い
、そ
の
翌
年
に
作
っ
た
「
辛
丑
歳
七
月
赴
假
還
江
陵
夜
行
塗
口
」
は
「
赴

假
」（
休
暇
を
終
え
て
再
び
出
仕
す
る
こ
と
）
で
、
故
郷
か
ら
江
陵
へ
と
向
か
う

道
中
の
作
、「
還
旧
居
」
詩
は
か
つ
て
の
住
ま
い
を
訪
れ
た
と
き
の
感
懐
を
詠
う

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、「
歸
」
は
最
終
的
に
帰
着
す
る
場
合
に
、「
還
」
は
一

時
的
に
「
戻
る
」
場
合
に
、
と
明
確
に
区
別
し
て
詩
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
見
て
と
れ
る（
22
）。
湛
方
生
の
こ
の
「
還
都
帆
詩
」
も
同
様
に
、
都
に
帰
り
着

く
の
で
は
な
く
都
に
戻
る
と
い
う
方
向
で
と
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
詩
題
に
「
歸
」
の
字
を
持
つ
「
懷
歸
謡
」
を
見
て
み
よ
う
。

「
懷
歸
謠
」
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辭
衡
門
兮
至
歡　
　

衡
門
を
辭
す
る
は
至
歡
な
る
も

懷
生
離
兮
苦
辛　
　

生
離
を
懷
う
は
苦
辛
な
り

豈
羈
旅
兮
一
慨　
　

豈
に
羈
旅
の
み
一
に
慨
か
ん

亦
代
謝
兮
感
人　
　

亦
た
代
謝
も
人
を
感
ぜ
し
む

四
運
兮
道
盡　
　
　

四
運
し
て
道
盡
き

化
新
兮
歳
故　
　
　

化
は
新
た
な
る
も
歳
は
故
し　

氣
慘
慘
兮
凝
晨　
　

氣
は
慘
慘
と
し
て
晨
を
凝
ら
し

風
悽
悽
兮
薄
暮　
　

風
は
悽
悽
と
し
て
暮
を
薄
く
す

雨
雪
兮
交
紛　
　
　

雨
雪
交
ご
も
紛み
だ

れ　

重
雲
兮
四
布　
　
　

重
雲
は
四
布
す

天
地
兮
一
色　
　
　

天
地
は
色
を
一
に
し

六
合
兮
同
素　
　
　

六
合
は
素
を
同
じ
く
す　

山
木
兮
摧
披　
　
　

山
木
は
摧
披
せ
ど
も 

津
壑
兮
凝
冱　
　
　

津
壑
は
凝
冱
す

感
羈
旅
兮
苦
心　
　

羈
旅
に
感
じ
て
心
を
苦
し
め

懷
桑
梓
兮
增
慕　
　

桑
梓
を
懷
い
て
慕
を
增
す

胡
馬
兮
戀
北　
　
　

胡
馬
は
北
を
戀
い

越
鳥
兮
依
陽　
　
　

越
鳥
は
陽
に
依
る

彼
禽
獸
兮
尚
然　
　

彼
の
禽
獣 

尚
お
然
る
に

況
君
子
兮
去
故
郷　

況
ん
や
君
子
の
故
郷
を
去
る
を
や　

望
歸
塗
兮
漫
漫　
　

歸
塗
を
望
む
に
漫
漫
た
り

盻
江
流
兮
洋
洋　
　

江
流
を
盻
む
る
に
洋
洋
た
り

思
涉
路
兮
莫
由　
　

路
を
渉
ら
ん
と
思
う
も
由
莫
く

欲
越
津
兮
無
梁　
　

津
を
越
え
ん
と
欲
す
る
も
梁
無
し

こ
こ
で
詠
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
羈
旅
」
の
中
で
の
望
郷
の
思
い
で
あ
る
。
そ
の

故
郷
が
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
か
な
ど
の
具
体
的
描
写
は
な
く
、「
た
だ
帰
り

た
い
」
と
い
う
強
い
思
い
の
み
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。
作
品
の
構
成
は

全
体
で
大
き
く
三
段
に
分
け
ら
れ
、
第
一
段
は
冒
頭
の
四
句
、
第
二
段
は
「
四
運

兮
道
盡
」
か
ら
「
津
壑
兮
凝
冱
」
ま
で
、
第
三
段
は
「
感
羈
旅
兮
苦
心
」
か
ら
結

句
ま
で
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
段
は
、「
衡
門
」（
荒
れ
た
家
）
を
離
れ
る
こ
と
は
甚
だ
喜
ば
し
い
こ

と
で
あ
る
が
生
き
別
れ
は
苦
痛
で
あ
る
と
述
べ
た
あ
と
、
人
に
嘆
き
を
も
た
ら
す

も
の
は
そ
う
い
っ
た
「
羈
旅
」
だ
け
で
は
な
く
「
代
謝
」（
時
間
の
移
り
変
わ
り
）

も
ま
た
同
様
で
あ
る
の
だ
と
言
う
。
続
い
て
第
二
段
で
は
そ
の
「
代
謝
」
の
具
体

的
内
容
を
述
べ
て
い
く
。
次
々
と
巡
り
行
く
季
節
の
中
で
年
月
を
重
ね
、
日
々
は

朝
晩
を
繰
り
返
す
。
雨
や
雪
が
舞
い
乱
れ
、
雲
が
空
を
覆
い
隠
し
、
そ
の
眺
め
は

白
一
色
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
木
々
を
切
り
開
い
て
み
て
も
、
川
の
水
は
凍

り
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
。
す
な
わ
ち
、
詩
人
は
こ
の
一
色
に
統
一
さ
れ
た

世
界
か
ら
の
出
口
を
求
め
、
木
々
を
切
り
開
い
て
道
を
作
ろ
う
と
し
て
も
、
水
は

凍
り
つ
き
舟
を
出
す
こ
と
は
出
来
ず
、
今
い
る
場
所
か
ら
脱
出
で
き
ぬ
ま
ま
な
の

だ
と
言
う
。
第
三
段
で
心
は
再
び
「
羈
旅
」
の
苦
し
み
へ
と
向
か
う
。
こ
の
段
で

は
、
帰
郷
の
念
は
禽
獣
で
す
ら
抱
く
も
の
で
あ
る
か
ら
君
子
で
あ
れ
ば
尚
更
で
あ

る
と
し
て
、
望
郷
の
念
の
普
遍
性
あ
る
い
は
正
当
性
を
強
調
す
る
論
理
が
展
開
さ

れ
、
帰
り
た
く
て
も
帰
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
羈
旅
」
の
中
で
の
望
郷
の
念
を
吐

露
し
て
い
る
。

こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
「
羈
旅
」
と
は
、
冒
頭
に
「
辭
衡
門
兮
至
歡
」
と
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あ
る
よ
う
に
本
来
は
喜
ば
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
仕
官
に
よ
っ
て
家
を
離

れ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
仕
官
は
喜
ば
し
い
と
言
い
な

が
ら
も
「
羈
旅
」
を
嘆
き
、
そ
の
「
羈
旅
」
の
対
に
「
代
謝
」
を
据
え
て
、
人
を

嘆
か
せ
る
も
の
は
「
羈
旅
」
で
は
な
い
と
時
間
の
推
移
に
対
す
る
悲
哀
を
詠
い
な

が
ら
も
、
引
き
戻
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
感
情
の
中
心
は
再
び
「
羈
旅
」
の
苦
し
み

へ
と
移
っ
て
い
く
。「
羈
旅
」
の
辛
さ
、
す
な
わ
ち
仕
官
に
よ
っ
て
故
郷
を
離
れ

る
こ
と
の
辛
さ
を
、
心
を
最
も
大
き
く
支
配
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

の
で
あ
る
。
長
谷
川
滋
成
氏
は
こ
の
「
羈
客
の
情
」
に
つ
い
て
「
故
郷
を
離
れ
て

遠
地
を
さ
す
ら
う
旅
人
の
情
」
と
し
、
ま
た
「
懐
歸
謡
」
に
見
え
る
「
羈
旅
」
の

語
を
踏
ま
え
て
「『
代
謝
』
を
『
慨
』
き
、『
桑
梓
』
を
思
う
て
『
苦
』
し
み
、
ま

た
、
自
然
・
風
景
が
暗
く
重
く
る
し
く
感
じ
ら
れ
る
―
そ
れ
が
「
羈
客
の
情
」
の

内
実
で
あ
る
と
み
た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
苦
痛
の
み
多
く
、
定
め
な
き
人
生
を

生
き
る
の
が
、「
羈
客
の
情
」
な
の
で
あ
る
。」（
23
）と
、「
羈
客
の
情
」
を
い
わ

ば
人
間
存
在
全
て
が
持
ち
う
る
苦
悩
と
し
て
解
し
て
い
る
。し
か
し
、本
論
は
、「
羈

客
」
の
語
を
広
義
の
旅
全
般
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
語
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
て
お
り
、「
羈
客
の
情
」
の
解
釈
に
つ
い
て
も
長
谷
川

氏
と
は
異
な
る
方
向
で
考
え
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ

う
。「
還
都
帆
詩
」
に
は
「
羈
客
情
」、「
懐
帰
謡
」
に
は
「
羈
旅
」
の
語
が
そ
れ

ぞ
れ
登
場
す
る
。「
羈
客
情
」
は
、
都
に
戻
る
道
中
に
詩
人
に
常
に
纏
わ
り
つ
く

感
情
で
あ
り
、
詩
作
を
行
う
こ
と
で
ふ
と
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
。

「
懐
帰
謡
」
は
「
羈
旅
」
に
身
を
お
き
な
が
ら
望
郷
の
思
い
を
詠
う
も
の
で
あ
り
、

こ
の「
羈
旅
」と
は
仕
官
の
た
め
の
已
む
に
已
ま
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。「
還
都
帆
詩
」

の
旅
も
仕
官
の
た
め
の
旅
で
あ
ろ
う
。
湛
方
生
の
胸
を
占
め
る
「
羈
客
の
情
」
と

は
、
漠
然
と
し
た
旅
の
辛
さ
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
仕
官
す
る
一
方
で
自
然
と

湧
き
起
こ
る
望
郷
の
念
、
つ
ま
り
仕
官
生
活
を
前
提
と
し
た
う
え
で
抱
く
感
情
と

い
え
よ
う
。
こ
こ
に
は
、
公
的
立
場
か
ら
書
い
た
詩
文
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
湛

方
生
個
人
の
私
的
な
感
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
吐
露
さ
れ
る
内

容
は
仕
官
の
辛
さ
で
あ
り
、
官
を
辞
し
て
故
郷
へ
帰
り
た
い
と
い
う
〈
公
〉
か
ら

離
れ
た
湛
方
生
個
人
の
〈
私
〉
的
な
感
懐
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

湛
方
生
の
文
学
に
つ
い
て
、
官
と
の
関
わ
り
の
中
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
て
き

た
。「
靈
秀
山
銘
」「
修
学
校
教
」「
上
貞
女
解
」
は
公
的
立
場
か
ら
書
か
れ
た
作

品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
作
品
の
制
作
の
背
景
に
あ
る
東
晋
末
期
の
世

相
、
さ
ら
に
官
に
繋
が
れ
て
い
る
こ
と
の
辛
さ
を
吐
露
す
る
私
的
な
詩
文
と
し
て

「
帆
入
南
湖
詩
」「
還
都
帆
詩
」「
懷
歸
謠
」
を
取
り
上
げ
た
。
帰
郷
の
思
い
を
詠

う
詩
文
を
取
り
上
げ
て
、
湛
方
生
と
陶
淵
明
と
の
共
通
点
の
み
を
強
調
す
る
こ
と

は
た
や
す
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
官
の
立
場
す
な
わ
ち
公
的
立
場
か
ら
の
文
学
創

作
は
『
陶
淵
明
集
』
に
は
見
ら
れ
な
い
傾
向
で
あ
り
、
官
の
中
で
の
〈
公
〉
の
文

学
創
作
、
そ
の
一
方
で
官
を
嘆
く
〈
私
〉
の
文
学
創
作
、
こ
の
二
層
構
造
に
注
目

し
な
け
れ
ば
湛
方
生
と
い
う
人
物
の
文
学
を
、
ま
た
東
晋
末
と
い
う
時
代
の
文
学

を
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
陶
淵
明
と
同
様
に
官
の
世
界
を

厭
い
帰
郷
を
望
み
な
が
ら
も
、
陶
淵
明
と
は
対
照
的
に
官
の
文
学
の
担
い
手
と

な
っ
た
湛
方
生
と
い
う
文
人
が
、
陶
淵
明
の
生
き
た
時
代
、
動
乱
の
東
晋
末
に
存
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在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

東
晋
末
か
ら
劉
宋
に
か
け
て
厳
し
い
政
治
状
況
に
あ
っ
た
一
方
、
文
学
史
の
上

で
は
陶
淵
明
の
田
園
詩
、
ま
た
そ
れ
に
続
く
時
代
の
謝
氏
の
山
水
詩
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、〈
私
〉
の
文
学
が
花
開
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
〈
私
〉
を
詠

う
文
学
は
自
明
の
存
在
な
ど
で
は
な
く
、〈
公
〉
と
し
て
の
か
く
あ
る
べ
き
自
己
を

強
く
意
識
す
る
が
ゆ
え
に
、そ
の
反
作
用
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

湛
方
生
の
文
学
は
ま
さ
に
そ
の
過
程
を
体
現
し
た
も
の
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

注

（
1
） 

現
存
す
る
湛
方
生
の
作
品
は
以
下
の
表
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

（
2
） 

「
桃
花
源
記
并
詩
」（『
陶
淵
明
集
箋
注
』
巻
六
）
に
「
晋
太
元
中
、武
陵
人
捕
魚
爲
業
。

縁
溪
行
、
忘
路
之
遠
近
。」
と
「
太
元
」
の
年
紀
が
見
え
る
。
た
だ
し
、「
廬
山
神

仙
詩
并
序
」
に 

「
太
元
十
一
年
」
と
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
湛
方
生
を
太
元
年
間
の
人

物
と
み
な
し
て
し
ま
う
べ
き
で
は
な
く
、
こ
の
年
紀
は
「
桃
花
源
記
」
同
様
に
、

あ
く
ま
で
作
中
の
人
物
が
不
思
議
な
出
来
事
に
遭
遇
し
た
日
時
を
示
す
も
の
で
あ

る
。

（
3
） 

長
谷
川
滋
成
「
湛
方
生
の
詩
」（『
東
晋
の
詩
文
』
溪
水
社
、2002

所
収
。
初
出
は
『
中

国
中
世
文
学
研
究
』
第
二
十
三
号
、1992

）。

（
4
） 

徐
公
持
『
魏
晋
文
学
史
』
人
民
文
学
出
版
社
、1999

、pp551

〜556

。

（
5
） 

銭
志
煕
「
湛
方
生
― 

一
位
与
陶
淵
明
気
類
相
近
的
詩
人
」（『
文
史
知
識
』1999-02

期
）。

（
6
） 

李
剣
峰
「
論
江
州
文
学
雰
囲
対
陶
淵
明
創
作
的
影
響
」（『
文
学
遺
産
』2004-06

期
）。

（
7
） 

范
子
燁
「
陶
淵
明
的
宗
教
信
仰
及
相
関
問
題
」（『
文
史
』2009

、
第
三
輯
）。

（
8
） 

「

」
字
、
四
庫
全
書
本
『
藝
文
類
聚
』
作
「
栖
」。

（
9
） 

孫
恩
の
乱
の
詩
讖
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
。「
烈
宗
起
清
暑
殿
。
識
者

非
之
曰
「
清
暑
反
語
楚
聲
也
。
今
起
殿
以
酸
楚
之
聲
為
號
。
非
吉
祥
也
。」
頃
烈
宗

崩
後
、
桓
玄
簒
、
自
號
楚
。」（
何
法
盛
『
晉
中
興
書
』
所
引
『
太
平
御
覧
』
巻

一
七
五
）。「
清
暑
殿
」
の
「
清
暑
」
の
反
切
（「
清
」
字
の
子
音
、「
暑
」
字
の
母
音
）

に
よ
っ
て
「
楚
」
音
を
意
味
し
、
ほ
ど
な
く
し
て
桓
玄
が
改
め
た
国
号
が
ま
さ
に

そ
の
「
楚
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

（
10
） 

川
勝
義
雄
『
魏
晋
南
北
朝
』（
講
談
社
、2003

）、pp229

。

（
11
） 

『
晉
書
』
巻
一
〇
〇
孫
恩
傳
に
「
於
是
恩
據
會
稽
、自
號
征
東
將
軍
、號
其
黨
曰
『
長

生
人
』、
宣
語
令
誅
殺
異
己
、
有
不
同
者
戮
及
嬰
孩
、
由
是
死
者
十
七
八
。」
と
あ
る
。

（
12
） 
『
晉
書
』
巻
八
〇
王
義
之
傳
「
次
凝
之
、
亦
工
草
隸
、
仕
歷
江
州
刺
史
、
左
將
軍
、

會
稽
內
史
。
王
氏
世
事
張
氏
五
斗
米
道
、
凝
之
彌
篤
。
孫
恩
之
攻
會
稽
、
僚
佐
請

為
之
備
。
凝
之
不
從
、
方
入
靖
室
請
禱
。
出
語
諸
將
佐
曰
『
吾
已
請
大
道
、
許
鬼

兵
相
助
、
賊
自
破
矣
。』
既
不
設
備
、
遂
為
孫
恩
所
害
。」
ま
た
、
范
子
燁
氏
（
先

掲
論
文
、p

p131,132

）
は
、
こ
の
作
品
を
例
に
挙
げ
て
湛
方
生
と
道
教
思
想
と
の

 



渡　

邉　

登　

紀

一
六

関
係
性
を
指
摘
す
る
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
司
馬
道
子
と
い
う
存
在
が
介
在

し
て
い
る
た
め
、
こ
の
作
品
を
以
っ
て
湛
方
生
と
道
教
思
想
と
を
直
接
結
び
付
け

て
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
13
） 
晋
代
の
「
山
銘
」
と
し
て
は
本
論
の
中
で
取
り
上
げ
た
も
の
の
他
に
、
王
珣
「
虎

丘
山
銘
」（『
藝
文
類
聚
』
巻
八
）、孫
綽
「
太
平
山
銘
」（
同
上
）、支
遁
「
天
台
山
銘
」

（『
文
選
』
巻
十
一
「
天
台
山
賦
」
李
善
注
）、
支
曇
諦
「
靈
鳥
山
銘
」（『
太
平
御
覧
』

巻
五
〇
）
な
ど
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
自
然
の
山
を
対
象
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

（
14
） 

『
晉
書
』
巻
五
二
華
譚
傳
「
博
士
王
濟
於
衆
中
嘲
之
曰
『
五
府
初
開
、
羣
公
辟
命
、

採
英
奇
於
仄
陋
、
拔
賢
儁
於
巖
穴
。
君
吳
楚
之
人
、
亡
國
之
餘
、
有
何
秀
異
而
應

斯
舉
。』
譚
答
曰
『
秀
異
固
產
於
方
外
、
不
出
於
中
域
也
。
是
以
明
珠
文
貝
、
生
於

江
鬱
之
濱
、
夜
光
之
璞
、
出
乎
荊
藍
之
下
。
故
以
人
求
之
、
文
王
生
於
東
夷
、
大

禹
生
於
西
羌
、
子
弗
聞
乎
。
昔
武
王
克
商
、
遷
殷
頑
民
於
洛
邑
、
諸
君
得
非
其
苗

裔
乎
』。」

（
15
） 

『
文
心
雕
龍
』（
書
記
）
に
「
夫
書
記
廣
大
、
衣
被
事
體
。
筆
箚
雜
名
、
古
今
多
品
。

…
百
官
詢
事
、
則
有
關
刺
解
牒
。
…
解
者
釋
也
。
解
釋
結
滞
、
徴
事
以
對
也
。」
と

あ
る
。
管
見
の
限
り
で
い
え
ば
「
上
貞
女
解
」
の
よ
う
に
「
―
解
」
と
題
し
た
作

品
は
湛
方
生
前
後
の
時
代
に
お
い
て
見
当
た
ら
な
い
。「
解
」
と
し
て
最
初
に
想
起

さ
れ
る
作
品
は
揚
雄
の
「
解
嘲
」
で
あ
ろ
う
。

（
16
） 

『
晉
書
』
卷
八
一
毛

傳
「
義
熙
中
…
論

討
桓
玄
功
、
追
封
歸
郷
公
、
千
五
百
戸
。

又
以
祐
之
斬
玄
功
、
封
夷
道
縣
侯
。」

（
17
） 

川
勝
義
雄
、
先
掲
書
、pp242-2461

。

（
18
） 

『
晉
書
』
巻
六
四
司
馬
道
子
傳

（
19
） 

『
宋
書
』
巻
四
七
劉
敬
宣
傳

（
20
） 

『
宋
書
』
巻
四
三
傅
亮
傳

（
21
） 

岡
村
繁
『
陶
淵
明
―
世
俗
と
超
俗
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、1974

）、pp119

。

（
22
） 

詩
文
の
本
文
に
お
い
て
は
、「
還
」
と
「
歸
」
を
同
義
語
と
し
て
扱
う
こ
と
も
あ
り
、

明
確
な
区
別
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、「
歸
」
を
主
題
と

し
た
作
品
は
後
漢
の
張
衡
「
歸
田
賦
」
に
は
じ
ま
り
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
が
、「
還
」

と
題
し
た
作
品
に
つ
い
て
は
古
い
も
の
は
見
当
た
ら
ず
、
陶
淵
明
・
顔
延
之
・
謝

靈
運
ら
の
作
品
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
時
代
に
増
え
る
詩
題
で
あ
る
。

（
23
） 

長
谷
川
滋
成
、
先
掲
書
、p

p50

。
ま
た
、
湛
方
生
「
遊
園
詠
」
を
踏
ま
え
て
「『
羈

客
の
情
』
の
内
実
を
い
え
ば
、
世
俗
と
は
無
縁
な
絶
境
へ
思
い
を
い
た
す
こ
と
で

あ
る
。」（
先
掲
書
、pp53

）
と
定
義
し
て
い
る
。


